


◇
説
明
会
と
は

５
月
17
日(

火)

組
合
事
務
室
に
て
、

職
員
課
よ
り
出
さ
れ
た
『
定
年
延
長
に

係
る
当
局
案
の
提
示
』
に
関
す
る
第
１

回
説
明
会
が
当
局
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
予
て
よ
り
「
ふ
な
み
ち
」

で
も
報
じ
て
い
た
よ
う
に
、
地
方
公
務

員
法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
５
年
度
か

ら
、
職
員
の
定
年
を
65
歳
ま
で
段
階
的

に
引
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
職
員
課

か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
、
２
月
25
日
付

の
概
要
説
明
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
３
月

30
日
付
の
Ｑ
＆
Ａ
を
資
料
と
し
て
、

『
定
年
延
長
に
係
る
当
局
案
』
の
基
本

的
な
説
明
や
、
こ
の
間
組
合
に
寄
せ
ら

れ
た
疑
問
点
な
ど
を
質
問
す
る
場
と
し

て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
説
明
を
受
け
て
、
今
後
新
た

に
疑
問
点
な
ど
が
生
じ
た
場
合
は
、
随

時
説
明
会
を
設
け
、
そ
の
後
、
９
月
の

条
例
提
案
ま
で
に
、
交
渉
を
行
っ
て
い

く
予
定
で
す
。

◇
定
年
延
長
の
課
題
と
は

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
に
基
づ
き
、
国
と
の
権
衡
の
観

点
か
ら
、
国
の
制
度
改
正
は
地
方
に
も

影
響
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
様
々
な

点
で
注
視
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
今

回
の
定
年
延
長
に
お
け
る
課
題
に
つ
い

て
は
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
か
の
確
認
が

大
事
で
す
。

◇
2
0
2
1
年
人
事
院
・
報
告

で
は

『
今
後
の
給
与
制
度
見
直
し
に
向
け

た
検
討
』
に
つ
い
て

新
た
に
項
を
設
け
て
記
述
が
あ
り
ま

し
た
。

▽
定
年
の
段
階
的
引
上
げ
を
受
け
、

▽
能
力
・
実
績
を
的
確
に
反
映
さ
せ
つ

つ
、

▽
60
歳
前
後
の
給
与
水
準
が
連
続
的
な

も
の
と
な
る
よ
う
、

▽
人
事
評
価
制
度
の
改
正
を
踏
ま
え
た

昇
格
、
昇
級
等
の
基
準
の
整
備
を
始
め

と
し
て
、
順
次
取
組

１
月
に
人
事
院
か
ら
出
さ
れ
た
『
人

事
行
政
施
策
に
関
す
る
工
程
表
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
』
で
も
記
載
が
あ
る
よ

う
に
昨
年
12
月
に
公
布
、
令
和
４
年
10

月
よ
り
施
行
と
し
て
『
幹
部
職
員
以
外

の
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
能
力
や
業
績

を
き
め
細
か
く
的
確
に
把
握
し
、
評
価

す
る
た
め
、
（
中
略
）
「
人
事
評
価
の

基
準
、
方
法
等
に
つ
い
て
」
が
改
正
さ

れ
（
中
略
）
評
語
の
名
称
等
に
つ
い
て

定
義
を
追
加
す
る
改
正
と
能
力
・
実
績

に
基
づ
く
人
事
管
理
の
観
点
か
ら
、
昇

格
及
び
昇
級
の
基
準
等
に
つ
い
て
、
所

要
の
改
正
』
が
行
わ
れ
ま
す
。

◇
定
年
延
長
と
人
事
評
価
の
関

係
今
回
の
定
年
延
長
に
関
し
て
、
60
歳

で
の
給
料
月
額
を
７
割
水
準
と
す
る
と

あ
り
ま
す
。

急
激
な
給
与
カ
ッ
ト
感
が
否
め
な
い

本
施
策
に
対
し
て
、
人
事
院
は
2
0
1

8
年
の
意
見
の
申
し
出
に
お
い
て
、

「
当
分
の
間
の
措
置
と
位
置
付
け
る
こ

と
と
し
、
民
間
給
与
の
動
向
等
も
踏
ま

え
、
60
歳
前
の
給
与
カ
ー
ブ
も
含
め
て

そ
の
あ
り
方
を
引
き
続
き
検
討
し
て
い

く
」
と
し
て
お
り
、
前
述
の
給
与
水
準

の
連
続
的
な
対
策
と
し
て
、
人
事
評
価

制
度
の
結
果
に
よ
る
賃
金
等
の
反
映
を

よ
り
強
め
て
い
く
形
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

一
方
的
な
評
価
結
果
の
賃
金
反
映
が

許
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
昇
級
へ
の
活
用

は
、
生
涯
賃
金
の
差
に
つ
な
が
り
ま
す
。

定
年
延
長
が
も
た
ら
す
課
題
は

働
き
方
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、

賃
金
面
か
ら
も
、
す
べ
て
の
年

代
に
関
す
る
大
き
な
変
換
点
と

な
る
課
題
で
す
。

◇
定
年
延
長
に
関
す
る
疑
問
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

今
後
当
局
は
、
条
例
の
提
案
、
議
会

承
認
を
受
け
て
か
ら
職
員
へ
の
説
明
を

行
う
方
針
と
し
て
い
ま
す
。

正
式
な
交
渉
の
場
が
持
て
る
の
は
、

公
平
委
員
会
に
登
録
が
行
わ
れ
て
い
る

職
員
団
体
で
あ
る
、
船
橋
市
役
所
職
員

労
働
組
合
で
す
。

制
度
創
設
時
に
は
当
局
が
想
定
し
て

い
な
い
問
題
点
が
施
行
後
に
判
明
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

職
場
や
個
人
か
ら
の
疑
問
点
を
集
約

し
て
改
善
し
て
い
く
た
め
に
、
職
員
側

か
ら
の
疑
問
提
示
が
大
き
な
力
に
な
り

ま
す
。

条
例
提
案
ま
で

時
間
も
あ
り
ま
せ

ん
。
組
合
ま
で
声

を
寄
せ
て
下
さ
い
。

共
に
改
善
に
取

り
組
み
ま
し
ょ
う
。

ふなみち第３５６１号 ２０２２年５月２４日（火）（２）

臨時・非常勤職員評議会の２０２２春闘課長交渉は２６日(木)18：30～11階教養室にてぜひ参加を！！

自治労連千葉県本部が主催し、千葉県自治体問題研究所が後援する「千葉県地方自治セミナー」がリアル＆リ
モート併用方式で開催されます。
行政のデジタル化について奈良女子大学教授の中山徹氏を講師に招いて、自治体に求められる課題や先進自治

体の事例等を踏まえ、全体像と自治体職場の課題などをテーマ別に講義します。（質疑応答の時間もあります。）
参加希望の方は６月１日(水)までに組合事務室にお申し込みください。詳細ご案内します。
日時：２０２２年６月４日(土)午後１時～午後４時
場所：自治体福祉センター（千葉県中央区長洲）

またはＺｏｏｍによるリモート参加も可能


